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国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、

加
入
者
の
疾
病
・
負
傷
な
ど
に
対

し
て
必
要
な
保
険
給
付
を
行
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
財
源
と
し
て
、
加

入
者
の
み
な
さ
ん
か
ら
の
保
険
税

は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
国
保
の
加
入
者
に

国保加入世帯
15,729世帯
被保険者数
31,260人

（平成19年1月1日現在）
お問い合せ先
保　険　課
☎㉕1116

総合支所健康福祉課
☎ 1331（内）315

は
会
社
な
ど
を
退
職
し
た
人
が
多

い
た
め
、
加
入
者
全
体
に
占
め
る

高
齢
者
の
割
合
が
高
く
、
必
然
的

に
医
療
費
の
支
出
も
多
く
な
り
、

財
政
を
圧
迫
す
る
要
因
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
国
保
の
財
政
支
援
を

目
的
と
し
て
、｢

退
職
者
医
療
制

度｣

が
創
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

国
保
に
は
、
自
営
業
者
や
会
社

な
ど
を
退
職
し
た
人
が
加
入
す
る

「
一
般
国
保
」
と
、
退
職
者
医
療

制
度
の
対
象
と
な
る
人
が
加
入
す

る
「
退
職
国
保
」
の
２
種
類
が
あ

り
ま
す
。

　

退
職
国
保
に
加
入
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
会
社
な
ど
を
退
職

し
て
国
保
に
加
入
し
た
人
（
ま
た

は
加
入
す
る
人
）
の
う
ち
、
次
の

①
と
②
の
要
件
を
満
た
す
人
と
そ

の
被
扶
養
者
で
す
。

① 

厚
生
年
金
や
各
種
共
済
年
金
な

ど
の
年
金
を
受
け
て
い
て
、
そ

の
年
金
の
加
入
期
間
が
20
年
以

上
、
も
し
く
は
40
歳
以
降
の
加

入
期
間
が
10
年
以
上
あ
る
人

② 

老
人
保
健
の
適
用
を
受
け
て
い

な
い
人

　

一
般
国
保
、
退
職
国
保
と
も
に

加
入
者
の
保
険
税
、
医
療
機
関
受

診
時
の
負
担
割
合
、
ま
た
国
保
制

度
か
ら
受
け
ら
れ
る
助
成
金
（
人

間
ド
ッ
グ
助
成
金
、
葬
祭
費
、
高

額
療
養
費
）
な
ど
に
違
い
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

一
般
国
保
と
退
職
国
保
の
加
入

に
よ
っ
て
違
い
が
出
る
の
は
、
加

入
者
が
医
療
機
関
等
を
受
診
し
た

場
合
の
自
己
負
担
分
以
外
の
医
療

費
負
担
（
保
険
給
付
）
で
す
。

　

右
の
図
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、

退
職
国
保
加
入
者
が
医
療
機
関
等

を
受
診
し
た
場
合
、
本
人
負
担
以

外
の
医
療
費
の
大
半
は
、
社
会
保

険
診
療
報
酬
支
払
基
金
か
ら
の
交

付
金
と
し
て
ま
か
な
わ
れ
る
た
め
、

最
終
的
に
国
保
か
ら
の
負
担
は
ほ

と
ん
ど
な
く
な
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
退
職
国
保
の
加
入
者

が
多
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国

保
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
、
国
保
財

政
の
安
定
が
進
み
、
結
果
と
し
て

保
険
税
の
値
上
げ
の
抑
制
に
つ
な

が
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
制
度
を
ご
理
解
の
う
え
、

対
象
と
な
る
人
は
、
移
行
の
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

届
け
出
に
必
要
な
も
の

① 

国
保
の
保
険
証
（
す
で
に
加
入

し
て
い
る
人
）

②
印
鑑

③
年
金
証
書　

国
保
の
財
政
支
援
と
し
て

対
象
に
な
る
の
は
？

一
般
国
保
と
退
職
国
保
の

違
い
は
？

ご
存
知

で
す
か
？

『
退
職
者
医
療
制
度
』

『
退
職
者
医
療
制
度
』

国民健康保険年齢別加入状況（本庄市）
（平成18年10月１日現在） 合計：31,531人

60歳以上の人
が、全体の約
半数を占めて
います。

■国保加入者の医療費負担の状況

加入者の
保険税

加入者の
保険税

自己
負担分

自己
負担分

保険税以外
の国保から
　　の負担

国・県
からの
交付金

退職国保
加入者

一般国保
加入者

社会保険
診療報酬
支払基金
からの
交付金

社会保険
診療報酬
支払基金
からの
交付金

▲一般国保の
場合、費用負
担の一部が国･
県からの交付
金および国保
からの負担な
どでまかなわ
れています。

退職国保の場
合、保険税以
外の国保から
の負担はあり
ません。 ▼

※社会保険診療報酬支払基金とは、国保以外の
保険者（社会保険等）の連合体です。
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法
改
正
に
よ
り
、
今
年
４
月
診

療
分
か
ら
70
歳
未
満
の
人
の
高
額

療
養
費
（
左
表
の
本
人
負
担
限
度

額
を
超
え
て
支
払
っ
た
医
療
費
）

の
払
い
戻
し
が
、「
現
物
給
付
」

に
よ
っ
て
も
受
け
ら
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

　

現
行
の｢

償
還
払
い｣

で
は
、
医

療
機
関
等
で
受
診
し
た
場
合
、
窓

口
で
保
険
診
療
分
の
３
割
（
３
歳

未
満
は
２
割
）
を
支
払
い
、
高
額

療
養
費
の
該
当
者
に
つ
い
て
、
後

日
、
本
人
負
担
限
度
額
を
超
え
た

金
額
を
払
い
戻
し
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
入
院
・
手
術
な
ど
で

は
一
度
に
高
額
な
医
療
費
の
負
担

が
か
か
る
た
め
、
こ
う
し
た
経
済

的
負
担
の
軽
減
を
目
的
に
、
本
人

が
負
担
す
る
の
は
負
担
限
度
額
ま

で
、残
り
の
医
療
費
は
保
険
者（
市

な
ど
）
が
医
療
機
関
等
に
支
払
う
、

「
現
物
給
付
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
「
現
物
給
付
」
を
受
け
る
た
め

に
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
負
担
区
分

証
明
書
」
の
交
付
を
受
け
、
医
療

機
関
等
の
窓
口
で
、「
負
担
区
分

証
明
書
」
を
提
示
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
「
負
担
区
分
証
明
書
」
の
交
付

を
受
け
な
い
場
合
や
交
付
を
受
け

て
い
て
も
提
示
し
な
い
場
合
、
ま

た
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
世
帯

に
つ
い
て
は
、
現
行
ど
お
り
「
償

還
払
い
」
と
な
り
ま
す
。

　

｢

負
担
区
分
証
明
書｣

を
必
要
と

す
る
人
は
、
今
年
４
月
以
降
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成
18
年
１
月
１
日
現

在
に
お
い
て
本
庄
市
に
住
所
が
な

い
人
、
未
申
告
世
帯
等
に
つ
い
て

は
、
証
明
書
の
発
行
に
数
日
か
か

り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

申 

請
場
所　

保
険
課
、
総
合
支
所

健
康
福
祉
課

＊ 

組
合
国
保
・
社
会
保
険
・
共
済

組
合
等
の
加
入
者
は
、
各
保
険

者
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市
の
窓
口
で
は
申
請
を
受
け
付

け
て
い
ま
せ
ん
。

　

市
で
は
、
１
年
間
ま
た
は
３
年

間
、
加
入
者
全
員
が
一
度
も
医
療

機
関
等
を
受
診
し
な
か
っ
た
世
帯

と
、
健
康
づ
く
り
の
推
進
に
関
し

て
地
域
ぐ
る
み
で
協
力
さ
れ
た
団

体
を
表
彰
し
ま
し
た
。

◆
１
年
表
彰　
　
　

４
８
６
世
帯

◆
３
年
表
彰　
　
　
　
　

37
世
帯

◆
健
康
づ
く
り
推
進
協
力
団
体

　
　
　
　
　
　
　
　

蛭
川
自
治
会

経
済
的
負
担
が
軽
減

現
物
給
付
を
受
け
る
に
は

「
負
担
区
分
証
明
書
」
交
付
の

受
付
は
４
月
か
ら
で
す

４月診療分
（入院分）から

高
額
療
養
費
が
現
物
給
付
に

■償還払いと現物給付の違い
〈モデルケース〉
　本庄さん（一般世帯：本人負担限度額
80,100円）が100,100円の医療費を支
払う場合

●償還払い

本庄
さん

医療
機関

①医療費の支払い
100,100円

保険者
（市など）

②高額療養費の
　請求

③高額療養費
　の払い戻し
　20,000円

●現物給付

本庄
さん

医療
機関

①医療費の支払い
80,100円

保険者
（市など）

②本人負担限度額 
　の超過分を請求

③高額療養費
　の支払い
　20,000円

　償還払いでは、一時的に全額を支払わな
ければなりませんが、現物給付では、負担
限度額以上は支払う必要がありません。

■１か月の本人負担限度額

上位所得世帯 150,000円

一般世帯 80,100円

住民税非課税世帯 35,400円

※上位所得世帯とは、基礎控除後の総所得
金額などが600万円を超える世帯です。

平成17年度
　歳入をみると、保険税（一般・退職国保を含む）が全体の
約３割を占めていて、重要な財源となっています。
　歳出では、医療機関等に支払う保険給付費（一般・退職国
保を含む）が全体の約７割を占めています。
　国保の健全な運営を図るためには、保険税の確保と保険給
付費の適正化が重要となりますので、ご理解とご協力をお願
いします。

国 民 健 康 保 険 決 算 状 況

歳出
(7,032,726千円)

歳入
（7,362,398千円）

県支出金
4.57％

退職交付金
16.42％

その他
2.94％

繰入金
9.21％

保険税
(一般分)
24.75％

保険税
(退職分)
5.56％国庫支出金

32.87％

繰越金
3.68％

保険給付費
(退職分)19.57％

老人保健
拠出金
20.85％

介護納付金
7.19％

保険事業費・
その他2.44％

総務費
1.75％

保険給付費
(一般分)
48.00％

健
康
優
良
世
帯
等
を
表
彰

市
役
所
の
人
事
異
動
﹇
死
亡
退
職
﹈

　

12
月
29
日
付　

小
暮　

浩
一
（
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
副
参
事
）


